
月5
保
健
だ
よ
り

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908
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【問】街角の年金相談センター高松オフィス　☎（087）811-6020

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

【問・申】高松東年金事務所お客様相談室　☎（087）804-0508

5月23日（木）10：00～15：00　寒川庁舎1階101会議室
基礎年金番号がわかるものなどをお持ちください。
（代理人の場合は委任状が必要となる場合があります）

基礎年金番号がわかるものなどをお持ちください。
（代理人の場合は委任状が必要となる場合があります）

5月21日（火）10：00～15：00　大川公民館第1会議室
街角の年金相談センターの年金相談（予約制）

5月31日は世界禁煙デー・5月31日～6月6日は禁煙週間です 

21日 12：40～13：45受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和6年1月生まれ火

●3～4か月児健診

7日 １２：４０～1３：４５受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和4年10月生まれ火

●1歳6か月児健診

16日 １２：４０～1３：４５受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和2年10月生まれ木

●3歳児健診

令和3年10月生まれ市内委託医療機関にて受診5月
●2歳児歯科健診

金 予約制（午後のみ）24日 寒川庁舎
●こども相談（発達や育児についての個別相談）

成人の希望者
13：20～14：00
 9：30～11：00

金
月

津田公民館北山分館
志度保健センター

17日
27日

●健康相談（保健師による相談：血圧測定、尿検査ができます。）

水8日 寒川庁舎 希望者（予約制）
●健康・栄養相談（保健師、管理栄養士による個別相談）

14：00～16：00

乳幼児・妊産婦の希望者
8日
24日
29日

水
金
水

9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00

長尾公民館
志度公民館
津田保健センター

●乳幼児相談（身長･体重測定、育児相談、栄養相談）・妊産婦相談

1,160円

830円

4,270円

3,620円

16,590円

15,290円

割引額

100,720円

101,050円

199,490円

200,140円

397,290円

398,590円

保険料額

口座振替

納付書
クレジットカード

口座振替

納付書
クレジットカード

口座振替

納付書
クレジットカード

支払方法

6か月前納
R6.4～R6.9および
R6.10～R7.3月分

令和６年度国民年金保険料納付額比較表

1年前納
R6.4～R7.3月分

2年前納
R6.4～R8.3月分

　特例対象者【平成16年4月2日～平成19年4月1日生まれ】で接種を
希望される方は、20歳になる前日までに残りの回数を無料で受けること
ができます。
　積極的勧奨対象者以外の方も接種できる場合がありますので、接種
回数をご確認ください。予診票のない方は下記までご連絡ください。

　1歳を迎えたらなるべく早く第1期を接種し、より高い予防効果を得
るために、小学校入学前の1年間に第2期を接種しましょう。

＜令和6年度対象者＞
【第1期】生後12か月～24か月未満
【第2期】平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ

接種期間：4月1日から令和7年3月31日まで

麻しん風しん

＜令和6年度日本脳炎第2期の積極的勧奨対象者＞
・平成27年4月1日～平成28年3月31日生まれ
・平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれ

日本脳炎

予防接種を受けましょう

　お住まいの地区の委員が、
おめでとうの気持ちとともに
子育てに役立つ冊子「子育
て応援ガイド」や記念品を、
乳児（生後4か月頃まで）の
いるすべてのご家庭までお
届けに伺います。また、育児
に関する不安や悩みの相談
にも応じています。

出生届け時に市役所・寒川庁舎窓口でお渡
ししている『出生児連絡届』を必ず提出してく
ださい。

【お願い】

【問】子育て支援課　☎（0879）26-9905
国保・健康課　☎（0879）26-9908

「こんにちは赤ちゃん訪問事業」
民生委員児童委員が訪問します

年金事務所の出張年金相談（予約制）

【注意】途中からワクチンの種類を変更することは基本的にできません。最初に接種したワクチンを2回目以降も接種することになります。

　新生児で、従来の４種混合ワクチンとヒブワクチンを1回も接種していなければ、５種混合ワクチンの接種が可能と
なっています。
【令和６年１月31日以前に生まれたお子さま】
５種混合ワクチンの接種が可能です。
※４種混合ワクチンとヒブワクチンを１回でも接種した方は、５種混合ワクチンの接種はできません。４種混合ワクチン
（４回接種）とヒブワクチン（４回接種）を別々に接種して、合計８回の接種となります。

【令和６年２月１日から令和６年３月１５日までの間に生まれたお子さま】
５種混合ワクチンの接種が可能です。
※対象の保護者に、５種混合ワクチン接種予診票を郵送しています。
【令和６年３月１６日以降に生まれたお子さま】
５種混合ワクチンの接種が可能です。
※新生児訪問時に予診票綴と一緒に５種混合ワクチン接種予診票をお渡ししています。

４月から５種混合ワクチンが開始されました

ワクチンの種類

５種混合ワクチン

１期初回 : 生後２月から７月に至るまでの間にある者
２０日から５６日までの間隔をおいて３回接種する。
１期追加 : １期初回接種（３回）終了後、６月以上
１期初回接種（３回）終了後、６月から１８月までの間隔をおいて１回接種する。

標 準 的 な 接 種 期 間 接種回数

３回

1回

子育て／健康
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